
実施内容 課題 実施内容 課題

配偶者等からの暴力の根絶

配偶者等からの暴力防止のための意識啓発の推進

74
暴力防止のため
の啓発の推進

ＤＶを許さない社会づくりの
ための意識啓発の充実を
図ります。

市広報紙やホームページ
等で、DV防止法や啓発記
事の掲載回数。

「女性に対する暴力をなくす
運動」期間（11月12日～25
日）等でのパネル展、街頭
啓発の実施。

「女性に対する暴力をなくす運動」期
間に合わせてオンラインパネル展を
実施しました。また、ちくし女性ホット
ラインの啓発シールを作成し、啓発
カードと併せて市内郵便局、スー
パー、大学に配布しました。

広報紙：1回

暴力防止のための啓発を継続して実
施してきます。

「女性に対する暴力をなくす運動」期
間に合わせて市民ギャラリーにてパ
ネル展を実施しました。また、ちくし
女性ホットラインの啓発シールを作
成し、啓発カードと併せて市内郵便
局、スーパー、大学に配布しました。

広報紙：1回

暴力防止のための啓発を継続して実
施してきます。

人権政策課

DV相談周知カード・シールの備え付
けを市内高校・大学に依頼しました。
また、新成人にデートDV防止パンフ
レットを配布しました。

若者世代への働きかけについては、
関係機関と協議・連携を図りながら、
意識啓発の方法を検討していきま
す。

DV相談周知カード・シールの備え付
けを市内高校・大学に依頼しました。
また、新成人にデートDV防止パンフ
レットを配布しました。

若者世代への働きかけについては、
関係機関と協議・連携を図りながら、
意識啓発の方法を検討していきま
す。

人権政策課

福岡県が実施する「性暴力対策アド
バイザー」を、市内1小学校と１中学
校に実施しました。また、学校に対し
て性犯罪、性暴力被害者のためのワ
ンストップ支援センターの周知も行い
ました。

「性暴力対策アドバイザー」による研
修を広めていきます。ＳＮＳを用いた
悩み相談口の紹介等も行ってまいり
ます。

福岡県が実施する「性暴力対策アド
バイザー」を、市内4小学校と１中学
校で実施しました。また、学校に対し
て性暴力等被害防止のための動画
の活用についての周知も行いまし
た。

家庭内での兄弟や保護者による性
暴力について、児童生徒からの報告
があった場合の迅速な対応、専門機
関との連携を行っていきます。

学校教育課

学校との協議を図り、保護
者、教職員、児童に対する
啓発活動を行います。

目標3 だれもが互いの人権を尊重しあう社会づくり

番号 事業名 事業内容
事業実施にあたっての

方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

施策の方向10

施策1

75
若年層への暴力
防止のための取
組

デートDV防止のための若
年層への啓発に取り組みま
す。

4
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

業務の中からＤＶ相談へとつなげる
ことを目的に、女性ホットライン周知
カードの携帯・活用について関係課
に依頼しました。

必要に応じてＤＶ啓発カードを配架し
ます。

業務の中からＤＶ相談へとつなげる
ことを目的に、女性ホットライン周知
カードの携帯・活用について関係課
に依頼しました。

必要に応じてＤＶ啓発カードを配架し
ます。

人権政策課

2校区の自治協議会役員会におい
て、人権政策課からの人権問題に関
する10分プレゼンテーションを実施し
ました。
プレゼン回数：2回

人権問題に関する10分プレゼンテー
ションを実施しましたが、これをどう
役員・地域住民に対して広げ、次の
ステップにつなげていくのか、人権政
策課と協議のうえ検討していく必要
があります。

2校区の自治協議会役員会におい
て、人権政策課からの人権問題に関
する10分プレゼンテーションを実施し
ました。
プレゼン回数：2回

人権問題に関する10分プレゼンテー
ションを実施しましたが、これをどう
役員・地域住民に対して広げ、次の
ステップにつなげていくのか、人権政
策課と協議のうえ検討していく必要
があります。

地域コミュニティ
課

開講式後、年間計画を立てる時に
「ジェンダー・性に関すること・人権問
題」等の講師を紹介し意識づけをし
ました。また、全学級合同の人権講
座において、シンガーソングライター
の講師を招き、歌を通して、改めて
子どもとのかかわり方や人権につい
て考える機会になりました。

開催日：12月23日（木）
場所：プラム・カルコア太宰府
講演：「うまれてきてくれて　ありがと
う」
講師：高橋　亜美氏

多くの参加者を募るために学級生の
みでなく、市内すべての方々に声か
けをしていきます。

開講式後、年間計画を立てる時に
「ジェンダー・性に関すること・人権問
題」等の講師を紹介し意識づけをし
ました。また、全学級合同の人権学
習会において、ハンディキャップを持
つ子どもと家族が一緒になって音や
リズムを楽しむ「音楽ランド」の演奏
や、主宰の國友美枝子さんに自身の
体験やバンド結成の経緯を講演いた
だきました。改めて子どもとのかかわ
り方や人権について考える機会にな
りました。

開催日：12月9日（金）
講演：「音楽と笑顔が広げるバリアフ
リー～みんなが主役　輝ける場の創
生～」
講師：音楽ランド主宰　國友美枝子

多くの参加者を募るために学級生以
外の方にも声かけをしていきます。

社会教育課

こんにちは赤ちゃん訪問時に、全家
庭にDV相談啓発カードを手渡し、ま
た「わくわく子育てブック」にも相談窓
口を掲載し、相談先を周知していま
す。また、カード裏面の男性DV被害
者のホットライン等についても説明
し、女性だけでなく男性の相談先に
ついても周知に努めています。コロ
ナ禍の中できるだけ電話で対応でき
る部分は聞き取りで対応し、訪問時
間を短くするなど工夫して訪問をおこ
ないました。

・こんにちは赤ちゃん訪問
実施世帯数　511世帯/520世帯中
訪問実施率　98.5％
　※新生児訪問のみも含む

 引き続き、啓発に努めます。

こんにちは赤ちゃん訪問時に、全家
庭にDV相談啓発カードを手渡し、ま
た「わくわく子育てブック」にも相談窓
口を掲載し、相談先を周知していま
す。また、カード裏面の男性DV被害
者のホットライン等についても説明
し、女性だけでなく男性の相談先に
ついても周知に努めています。コロ
ナ禍の中できるだけ電話で対応でき
る部分は聞き取りで対応し、訪問時
間を短くするなど工夫して訪問をおこ
ないました。

・こんにちは赤ちゃん訪問
実施世帯数　466世帯/470世帯中
訪問実施率　99.1％
 ※新生児訪問のみも含む

 引き続き、啓発に努めます。 子育て支援課

太宰府市自殺対策計画に、DV相談
窓口について明記した。

太宰府市自殺対策計画に明記して
いるが、自殺対策の視点より包括的
に支援していくことができるように、
市民および職員に計画等の周知や
情報提供を継続し努めていく必要が
あります。

太宰府市自殺対策計画に、DV相談
窓口について明記した。

太宰府市自殺対策計画に明記して
いるが、自殺対策の視点より包括的
に支援していくことができるように、
市民および職員に計画等の周知や
情報提供を継続し努めていく必要が
あります。

元気づくり課

76
地域・家庭・社会
教育における啓
発の推進

自治会や社会教育、保健
指導の場において、ＤＶを
許さない社会づくりのため
の意識啓発活動を行いま
す。

自治会、家庭教育学級、保
健指導等における啓発活
動の回数。

4
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

ＤＶ相談体制の充実

77
ＤＶ相談窓口の
周知と情報提供

ルミナスＤＶ相談室や「ちく
し女性ホットライン」、その
他の相談機関の周知を図
り、関連する情報の提供を
行うとともに、個人のニーズ
に合わせた的確な相談機
関を紹介していきます。

周知回数

広報紙等でＤＶ相談窓口について広
く周知を図るとともに、ＤＶ相談を受
けた際には相談者のニーズに合わ
せた相談窓口を紹介しました。

周知回数
広報紙：2回
HP・チラシ：随時

今後も、広く周知を図るとともに、的
確な相談窓口の紹介に努めていきま
す。

広報紙等でＤＶ相談窓口について広
く周知を図るとともに、ＤＶ相談を受
けた際には相談者のニーズに合わ
せた相談窓口を紹介しました。

周知回数
広報紙：2回
HP・チラシ：随時

今後も、広く周知を図るとともに、的
確な相談窓口の紹介に努めていきま
す。

人権政策課

78
相談関係職員の
研修

相談や業務に携わる職員
がＤＶに関する知識を深
め、相談者に寄り添った相
談・支援にあたるよう、資質
の向上に努めます。

県等が実施する研修会へ
の参加回数

県主催「女性問題にかかわる相談員
研修会」、国立女性会館主催「女性
関連施設相談員研修」を視聴し、Ｄ
Ⅴに関する最新情報をもとに相談員
の心得等再確認しました。
※コロナ感染防止のため全てｵﾝﾗｲﾝ
開催
参加回数：4回

今後も引き続き研修会に参加し、相
談員として業務にあたる担当職員の
資質向上に努めていきます。

県主催行政職員のための男女共同
参画セミナー「男女共同参画の基礎
及びアンコンシャスバイアスの基礎
知識」・「DVの基礎知識（実態や法
律、政策など）」、久留米市主催「DV・
性暴力被害者地域サポーター養成
講座」（6回）に参加、九州・沖縄地区
男女共同参画センター等会議の「基
調講演：九州はやっぱり男尊女卑??
現状を変えるために必要なアクショ
ンとは」を視聴し、ＤⅤに関する最新
情報をもとに職員としての心得等を
再確認しました。

参加回数：4回

今後も引き続き研修会に参加し、職
員の資質向上に努めていきます。

人権政策課
（ルミナス）

施策2

4
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

被害者の保護と自立支援体制の充実

79
ＤＶ被害者支援
庁内連携会議の
実施

関係部署が連携し被害者
の支援にあたります。速や
かな連携と被害者の個人
情報保護を徹底します。

会議実施回数
関係課会議を実施しました。
令和3年9月29日
内容：庁内連携方法の確認等

関係課職員の人事異動があることか
らも、定期的に定期的に連絡会議を
開催してＤＶ支援のあり方等を再確
認するよう努めます。

関係課会議を実施しました。
令和４年１２月７日（水）
内容：庁内連携方法の確認等

関係課職員の人事異動があることか
らも、定期的に定期的に連絡会議を
開催してＤＶ支援のあり方等を再確
認するよう努めます。

人権政策課

関係課・関係機関と連携し、相談を
受けています。 相談件数：87件

相談内容において関係課にどこまで
情報を共有するか、DV被害者にど
れほど介入するかという判断が難し
いため、状況に応じて個別に判断を
していく必要があります。また、担当
係員における相談員としての更なる
スキルアップに努めていきます。

ＤＶ相談から女性相談に拡充したこ
と、相談対応をＮＰＯ法人の相談員
に委託したことから、相談件数が大
幅に増加しています。
 相談件数：　376件

他課や外部機関と連携を行う際の個
人情報の取り扱いについては改めて
見直す必要があります。

人権政策課

同居の配偶者や親族等からのDVか
ら逃れるため、本市に一時住居を構
えているが、住民異動届を行うことが
できない者に対して、本人、庁内また
は他市町村等からの国保資格取得
の相談を受けています。今後とも関
係部署と連携し適正な事務処理を
行っていきます。
また、マイナンバーを用いて健康保
険の資格確認を行う「オンライン資格
確認」の制度が令和2年10月より開
始され、同制度により令和3年10月
から医療機関での受診記録等をマイ
ナンバーカード及びマイナポータルを
用いて本人が確認できることとなりま
したが、被害者の受診記録等の情報
は閲覧できず保護されるよう、対応し
ています。
相談件数　１件

保険証、税の通知書や医療費通知
など、市からの送付物に対して柔軟
に対応することが必要です。送付先
については、他部署との発送物を統
一的に対応できる申請の受付を行っ
ていますが、その他にも必要な送付
先の設定等はないか、他部署と連携
し対応していくことが求められます。
また、オンライン資格確認により、マ
イナンバーカードおよびマイナポータ
ルを用いて確認することができる情
報が随時増えているため、避難者に
は制度について丁寧な説明を行い、
必要に応じて情報の不開示などの処
理をする必要があります。

同居の配偶者や親族等からのDVか
ら逃れるため、本市に一時住居を構
えているが、住民異動届を行うことが
できない者に対して、本人、庁内また
は他市町村等からの国保資格取得
の相談を受けています。今後とも関
係部署と連携し適正な事務処理を
行っていきます。
また、マイナンバーを用いて健康保
険の資格確認を行う「オンライン資格
確認」の制度が令和2年10月より開
始され、同制度により令和3年10月
から医療機関での受診記録等をマイ
ナンバーカード及びマイナポータルを
用いて本人が確認できることとなりま
したが、被害者の受診記録等の情報
は閲覧できず保護されるよう、対応し
ています。
相談件数　3件

保険証、税の通知書や医療費通知
など、市からの送付物に対して柔軟
に対応することが必要です。送付先
については、他部署との発送物を統
一的に対応できる申請の受付を行っ
ていますが、その他にも必要な送付
先の設定等はないか、他部署と連携
し対応していくことが求められます。
また、オンライン資格確認により、マ
イナンバーカードおよびマイナポータ
ルを用いて確認することができる情
報が随時増えているため、避難者に
は制度について丁寧な説明を行い、
必要に応じて情報の不開示などの処
理をする必要があります。
さらに、ＤＶ証明等による国保の資格
申請の要件等検討すべき課題はあ
ります。

国保年金課

関係課

施策3

80

ＤＶ被害者の早
期発見と保護、
自立に向けた支

援

各種の相談等をとおしたDV
被害の早期発見や個人の
状況に合わせた保護、自立
支援を適切に行っていきま

す。

被害者の保護、自立支援を
行った回数。

年金相談の回数
国民健康保険手続
送付先変更等手続

健康相談、保健指導におけ
る相談回数　等

DV被害の相談を受けることはなかっ
た、。

母子保健の相談を受ける中で経済
的DVや性的DVではないかと思われ
るが、本人がそれと気づいていない
ケースがある。被害者のニーズを確
認しながら、適宜相談先を紹介する
など、支援をしていきます。

子育て支援課
DV被害の相談を受けることはなかっ
た。

母子保健の相談を受ける中で経済
的DVや性的DVではないかと思われ
るが、本人がそれと気づいていない
ケースがある。被害者のニーズを確
認しながら、適宜相談先を紹介する
など、支援をしていきます。

4
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

女性に対する人権課題への取組

女性が被害を受けやすい人権課題の啓発と相談

○人権政策課
広報紙や市ＨＰで女性に対する暴力
防止の啓発記事を掲載しました。

○ルミナス
啓発チラシ等配架、ﾊﾟﾈﾙ展示、パー
プルリボンのツリーを設置し、来館者
にリボンをつけてもらう等を行い啓発
活動に取り組みました。

4月の「若年層の性暴力被害予防月
間」の取り組みについても検討を行
い、引き続き、啓発を継続していきま
す。

○人権政策課
広報紙や市ＨＰで女性に対する暴力
防止の啓発記事を掲載しました。ま
た、女性に対する暴力をなくす運動
期間に合わせて市民ギャラリーにて
パネル展示を実施しました。

○ルミナス
啓発チラシ等配架、パネル展示、
パープルリボンのツリーを設置し、来
館者にリボンをつけてもらう等を行
い、啓発活動に取り組みました。

引き続き、啓発を継続していきます。
人権政策課
ルミナス

広報紙へ啓発記事を掲載しました。
・広報掲載回数：2回（職場のハラス
メント集中相談会、日曜労働相談会）

今後も引き続き、広報及びホーム
ページ等により、企業及び市民への
啓発を行っていく必要があります。

広報紙へ啓発記事を掲載しました。
・広報紙掲載回数：1回（労働問題に
関する相談）

今後も引き続き、広報及びホーム
ページ等により、企業及び市民への
啓発を行っていく必要があります。

福祉課

83
専門の相談機関
の周知と情報提
供

性犯罪被害やセクシュア
ル・ハラスメント等の専門相
談窓口について周知してい
きます。

人権擁護委員相談日
性暴力被害者支援セン
ター・ふくおか
法テラス
法務局
　　等相談機関の周知回数

市ホームページ、広報紙・パネル展
示・街頭啓発用チラシに専門相談窓
口を掲載し、周知を図りました。
市ホームページ：2回
広報紙：1回
相談窓口周知カードの設置：随時

多くの人に情報提供を図る手段をさ
らに検討していきます。

市ホームページ、広報紙・パネル展
示・街頭啓発用チラシに専門相談窓
口を掲載し、周知を図りました。
市ホームページ：2回
広報紙：1回
相談窓口周知カードの設置：随時

多くの人に情報提供を図る手段をさ
らに検討していきます。

人権政策課

82
女性に対する暴
力防止の啓発の
推進

性犯罪やＡＶ出演強要問
題、ＪＫビジネス問題、セク
シュアル・ハラスメント、マタ
ニティ・ハラスメント等の防
止に向けた啓発に取り組み
ます。

○人権政策課
所管課と連携して防止に関
する啓発や情報提供を行い
ます。

○福祉課
広報紙等を通じセクシュア
ル・ハラスメントに関する相
談会の案内を行います。
（広報紙年2回）

施策1

施策の方向11
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

生涯を通じた男女の健康支援

妊娠・出産への支援

84

性と生殖に関す
る健康と権利（リ
プロダクティブ・
ヘルス／ライツ）
についての啓発

性と生殖を含む健康に関す
る自己決定を基本的人権と
捉え、広く市民に浸透する
よう啓発を行います。

広報紙を活用し、リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツの概念
を広く啓発します。また、こん
にちは赤ちゃん訪問や乳幼児
健診、妊婦相談等の母子保健
事業を通して性感染症や家族
計画についての正しい情報の
提供を行い、必要な方への相
談に応じる中で生涯を通して
の女性の健康の保持増進を
図ります。

赤ちゃん訪問や乳幼児健康診査等
の母子保健事業にて、それぞれの家
庭や女性の状況に応じて、性感染症
や家族計画についての正しい情報
の提供を行い、必要な方への相談等
に応じました。

方針にある、広報紙等の活用につい
ては実施できていませんので取り組
んでまいります。

市ホームページでの啓発。赤ちゃん
訪問や乳幼児健康診査等の母子保
健事業にて、それぞれの家庭や女性
の状況に応じて、性感染症や家族計
画についての正しい情報の提供を行
い、必要な方への相談等に応じまし
た。

今後は広報紙も活用し、リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツの概念を広く
啓発します。

子育て支援課

85 母性保護の啓発
妊婦やその家族への母性
保護知識の周知、啓発を行
います。

母子健康手帳の交付の際
に産休や育休について、情
報提供を行い、啓発しま
す。また、個別に相談を受
け、必要時は相談窓口等を
紹介します。

母子健康手帳の発行件
数。

母子健康手帳の交付の際に、個々
の状況に応じて母性健康管理指導
事項連絡カードの活用や、産休や育
休取得について、周知、啓発しまし
た。

母子健康手帳交付数：485件
交付率：100％

個々の状況に応じた連絡カードや産
休育休制度の活用について、引き続
き周知に努めます。

母子健康手帳の交付の際に、個々
の状況に応じて母性健康管理指導
事項連絡カードの活用や、産休や育
休取得について、周知、啓発しまし
た。

母子健康手帳交付数：457件
交付率：100％

個々の状況に応じた連絡カードや産
休育休制度の活用について、引き続
き周知に努めます。

子育て支援課

86
妊婦健康診査と
相談の実施

「妊婦健康診査補助券」を
交付し、妊婦健診の助成、
保健指導相談等による健
康支援を図ります。

母子健康手帳の交付の際
に補助券を交付、健康診
査、保健指導相談等を行い
ます。

母子健康手帳の発行件数

母子健康手帳を完全予約制の個別
交付とし保健師と栄養士による面談
を必ず実施し支援が必要な妊婦に
は支援プランを作成し切れ目なく支
援していきました。
必要な方には栄養指導を実施、その
他希望者には必要時保健指導・栄
養指導を電話や来所相談などで実
施しています。
母子健康手帳交付者数（妊婦数）：
485人
交付率：100％

母子健康手帳を完全予約制の個別
交付とし保健師と栄養士による面談
を必ず実施し支援が必要な妊婦に
は支援プランを作成し切れ目なく支
援していく予定です。引き続き電話・
訪問、医療機関との連携等を行い、
妊娠中から出産までの母子の健康
管理、および安心して出産・子育て
が行えるよう努めます。

母子健康手帳を完全予約制の個別
交付とし保健師と管理栄養士による
面談を必ず実施し、支援が必要な妊
婦には支援プランを作成し切れ目な
く支援していきました。
必要な方には栄養指導を実施、その
他希望者には必要時保健指導・栄
養指導を電話や来所相談などで実
施しています。
母子健康手帳交付者数（妊婦数）：
457人
交付率：100％

母子健康手帳を完全予約制の個別
交付とし保健師と管理栄養士による
面談を必ず実施し、支援が必要な妊
婦には支援プランを作成し切れ目な
く支援していく予定です。引き続き電
話・訪問、医療機関との連携等を行
い、妊娠中から出産までの母子の健
康管理、および安心して出産・子育
てが行えるよう努めます。

子育て支援課

施策の方向12

施策1
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

健康課題への支援

特定健診（集団健診）を全23回実施
し、そのうち1回を「レディースデイ」と
して実施、また、5回を託児付きとし、
女性が安心して受診できる環境づく
りを行いました。
・レディースデイ受診者：51名
・特定健診受診者のうち託児利用
者：3名
（7/7：1名　7/16：0名　9/16：1名
11/18：0名　1/19：1名）

令和3年度の集団健診については、
例年の会場がワクチン接種会場と重
なり、プラムカルコア太宰府を主に会
場として使用し、感染対策を講じ受
診者間の距離を十分に保ち、受診者
が安心して健診を受けることができ
る環境づくりを行いました。また、例
年より少ない健診日程となりました
が、受付時間を延長し、１日あたりの
受け入れ人数を増やし、健診の機会
が損なわれないよう工夫しました。次
年度以降も、安心して受診できる環
境づくりを行った上で、未受診者へ
の受診勧奨を行っていく必要があり
ます。

特定健診（集団健診）を全29回実施
し、そのうち1回を「レディースデイ」と
して実施、また、6回を託児付きとし、
女性が安心して受診できる環境づく
りを行いました。
また、受診費用を40-74歳一律で500
円に統一しました。
・レディースデイ受診者：67名
・特定健診受診者のうち託児利用
者：12名

令和4年度の集団健診も、昨年度に
引き続きワクチン接種により会場が
制限され、いきいき情報センター（１
階スペースのみ）と、とびうめアリー
ナで実施しました。限られた空間で
受診の流れを確認し、受診者間の距
離の確保を行いました。新型コロナ
ウイルス感染症の影響がありました
が、昨年度よりレディースデー利用
者が16名増えました。また、障がい
者や高齢者が少しでも安心して受診
できるように、案内リーフレットにヘ
ルプマークを記載し、相談体制を整
えました。受診率向上のため、引き
続き、SNS等を活用し未受診者への
多角的な勧奨を行う必要がありま
す。

国保年金課

令和3年度は特定保健指導として、
結果説明会を45回、すこやか相談25
回、その他訪問や電話・メール等に
て実施した。
対象者の生活背景や血液データ含
む健康指標等のプライバシーに関わ
る情報も多いため、保健指導内容が
他者や室外に漏れないようなるべく
個室の利用、、パーテーション等で
仕切りを作るよう配慮しました。
また、仕事帰りの時間帯に合わせて
の訪問や電話等、ライフスタイルの
多様化に順応できる指導体制を心掛
け、本人のみまたは夫婦や家族同席
可能か意思確認を行い、プライバ
シーの配慮に努めました。

R2年度特定保健指導実施率（法廷
報告値）　68.3％

ライフスタイルの多様化とともにコロ
ナ禍で大幅にビジネススタイルが変
化しているため、ICT等を活用した方
法も今後視野に入れて、保健指導を
展開していく必要があります。

令和4年度は特定保健指導として、
結果説明会を57回、すこやか健康相
談23回、その他訪問や電話・メール
等にて支援実施。対象者の生活背
景や血液データ含む健康指標等の
プライバシーに関わる情報も多いた
め、保健指導内容が他者や室外に
漏れないよう、なるべく個室の利用、
パーテーション等で仕切りを作るよう
配慮。
また、仕事帰りの時間帯に合わせて
の夕方訪問や夕方時間帯の電話
等、ライフスタイルの多様化に順応で
きる指導体制を心掛け、本人のみま
たは夫婦・家族同席可能かの意思確
認を行い、プライバシーの配慮に努
めた。

R3年度特定保健指導実施率（法定
報告値）61.4％

ここ近年、働き方改革やコロナ禍の
影響によりライフスタイルやビジネス
スタイルが多様化しているため、直
接対面での面談が困難なケーズが
多く見受けられる。よって、ＩＣＴ等の
活用は視野に入れて検討を継続して
いくとともに、様々な支援方法を駆使
して保健指導を展開していく必要が
あります。

元気づくり課

特定健康診査・保健指導を
実施します。

男女別の受診率

施策2

87
特定健康診査・
特定保健指導の
実施

国民健康保険加入者の特
定健康診査、保健指導を行
います。

4
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

88
がん検診の啓発
と普及

乳がん・子宮頸がん検診を
行うとともに、検診の啓発と
普及に努めます。その他の
がん検診についても、男女
を通じて受診を推奨しま
す。

未受診者への個別勧奨通
知の送付や、健診や健診
結果説明会などの相談事
業を通しての啓発を行い、
受診率の向上に努めます。

検診の受診率

がん検診受診率向上に向けて、それぞ
れの対象に応じた受診勧奨を実施しま
した。
・令和3年5月頃、胃内視鏡検診対象者
全員に対し、受診勧奨通知及び受診券
を送付
・大腸がん検診未受診者（がん検診の
種別は変更の可能性あり）に対し、受診
勧奨圧着はがき（国立がん研究セン
ター）を送付
・令和3年6月頃、子宮頸がん・乳がん検
診送付対象者全員に対し、受診勧奨通
知及びクーポン券を送付
・子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン
券送付対象者で、未受診者に対し、は
がきによる受診再勧奨を実施

集団検診では、女性が検診を受けやす
い環境整備として、レディースデイ（受診
者は女性のみ、検診スタッフも女性に努
める）を１回、託児付きを５回実施しまし
た。
また、隣保館検診を１日設けました。

令和２年度乳がん検診受診率（確定値）
25.2％
令和２年度子宮頸がん検診受診率（確
定値）
11.6％

コロナ禍において、がん検診受診率低
迷が懸念されるが、だからこそ検診を受
け早期発見につなげることが重要であ
るため、集団検診の日程を11日間増や
し、隣保館での検診日も1日設ける予定
です。
また、がん検診の受診率向上に向け、
男女ともに勧奨を行っていくこと、感染
対策に十分留意し、検診を受けやすい
環境を整えていくことが、今後必要なこ
とであると考えます。具体的には、感染
対策に留意することで、人と人との距離
の確保をするとともに、男女ともに検診
を受けやすいよう、プライバシーの配
慮、こまめな消毒や換気等の感染対策
の周知に努め、男女ともに検診を安心し
て受けやすい環境整備に取り組みま
す。
さらに、子宮頸がん・乳がん検診無料
クーポン券対象者や大腸がん検診の罹
患率の高い年齢層に対しては、受診勧
奨が重要です。受診勧奨に関して、効果
的なタイミングや受診したいと思ってもら
えるような媒体を新たに作成することに
努めます。また、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響でR３年度に受診できな
かった方に対して、R４年度も受診機会
を延長して提供します。さらに、子宮頸
がん・乳がん検診を個別医療機関で受
診できるような体制作りが今後の課題と
して挙げられます。

がん検診受診率向上に向けて、それぞ
れの対象に応じて、ナッジ理論を用いた
受診勧奨を実施した。
・令和４年５月頃、胃内視鏡検診対象者
全員に対し、受診勧奨通知及び受診券
を送付
・子宮頸がんおよび大腸がん検診未受
診者に対し、受診勧奨圧着はがき（国立
がん研究センター）を送付
・令和４年６月頃、子宮頸がん・乳がん
検診無料クーポン券送付対象者全員に
対し、受診勧奨通知及び無料クーポン
券を送付
・子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン
券送付対象者で、未受診者に対し、は
がきによる受診再勧奨を実施

集団検診では、女性が検診を受けやす
い環境整備として、レディースデイ（受診
者は女性のみ、検診スタッフも女性に努
める）を１回、託児付きを６回実施した。
また、隣保館検診を１日設けた。

令和３年度乳がん検診無料クーポン券
対象者の受診率（確定値）
32.3％
令和３年度子宮頸がん検診無料クーポ
ン券対象者の受診率（確定値）
13.0％

近年、コロナ禍において、がん検診受診
率低迷が懸念されていたが、だからこそ
検診を受け早期発見につなげることが
重要であることから、集団検診の日程を
２日間増やし、隣保館での検診日も1日
設ける予定である。
また、がん検診の受診率向上に向け、
男女ともに勧奨を行っていくこと、感染
対策に十分留意し、検診を受けやすい
環境を整えていくことが、今後必要であ
ると考える。具体的には、感染対策に留
意することで、人と人との距離の確保を
するとともに、男女ともに検診を受けや
すいよう、プライバシーの配慮をし、男女
ともに検診を安心して受けやすい環境
整備に取り組む。
さらに、子宮頸がん・乳がん検診無料
クーポン券対象者や乳がん検診の罹患
率の高い年齢層に対しては、受診勧奨
が重要である。受診勧奨に関して、効果
的なタイミングや勧奨方法の多様化、受
診したいと思ってもらえるような媒体を新
たに作成することに努める。また、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響でR４
年度に受診できなかった方に対して、R
５年度も受診機会を延長して提供する。
今後の課題として、子宮頸がん・乳がん
検診を個別医療機関で受診できるよう
な体制作りが挙げられる。

元気づくり課

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

心身の健康増進への取組

89
こころの健康支
援

男女が抱える心の悩みを解
消し、自殺予防を図るた
め、精神科医師や保健師に
よる相談を行います。

こころの健康に関する相談
の実施回数

地域に根差した精神科医師にこころ
の相談に来てもらうことで、対象者の
こころの健康に関する相談に寄り添
い具体的な支援を提供することがで
きました。

令和3年度こころの相談件数　7件

太宰府市の自殺の現状は昨年と比
べ自殺死亡率が上昇している。様々
な年代が活用しやすいようホーム
ページなどの活用も検討ししていく必
要を感じる。市民が必要なときに当
事業を利用できるよう、さらなる周知
の徹底を行う。

令和4年度は試験的に開催数を年4
回とし、こころの相談の予約数は6
件、医師との面談実施件数は5件で
あった。地域の精神科医に協力して
いただき、相談への助言や医療機関
の情報提供を効果的に行うことがで
きた。

試験的に年4回としたが、予約希望
の電話から開催日まで期間が空い
てしまい予約につながりにくいという
問題が発生したため、次年度より年
12回の開催へ戻す。また、予約の件
数が依然として少ないことから、市民
へのこころの相談の周知をどのよう
にして実施していくかが今後の課題
として挙げられる。

元気づくり課

昨年同様、新型コロナウイルスの影
響で、事業の中止や書面開催、縮小
開催となり、必要に応じた助言、指導
を行えませんでした。

啓発活動が実施できるよう、内容を
検討する必要があります。

スポーツ課

多くの主催事業を実施しました。
・まほろば市民大学
 受講生数
 50名（全14回）
・アロマ＆ハーブで暮らしを豊かに
（＋１の楽しみ）1day講座
 受講生数
 39名（全3回）
・能楽子ども教室「お能と出会う夏休
み」
 受講生数
 11名（全5回）
・陸上自衛隊　第四師団第四音楽隊
「ふれあいコンサートin太宰府」
 参加者数
 269名
・プラム・カルコア文化芸術振興事業
和楽器演奏集団 独楽(こま) コン
サート
 参加者数
 第一公演  49名
 第二公演 103名　等

【中止】
市民文化祭

今後も文化に親しみながら心身の健
康づくりにつながるような事業選定を
行います。

・まほろば市民大学
 受講生数
 70名（全15回）
・アロマとハーブ講座
 受講生数
 15名（全2回）
・伝統文化体験教室
 受講生数
 19名（全3回）
・航空自衛隊西部航空音楽隊「ふれ
あいコンサートin太宰府」
 参加者数
 228名
・第43回太宰府市民文化祭
　出展・出演者数
　626名
・プラム・カルコア文化芸術振興事業
0歳からのクラシックコンサート～マリ
ンバ・ピアノ～
 参加者数
　197名

【中止】
・宝くじ文化公演　栗コーダーカル
テット　ファミリーコンサート

今後も文化に親しみながら心身の健
康づくりにつながるような事業選定を
行います。

文化学習課

90
スポーツや文化
をとおした心身
の健康支援

健康増進の観点から、ス
ポーツや文化に親しみ、心
身の健康づくりの機会を提
供します。
スポーツに関しては、支援
者や指導者向けの研修会
や講習会の周知・充実を図
ります。

体育の日の行事、各種ス
ポーツ大会の案内
各種文化事業の開催

施策3

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

共生社会への推進
多様な立場の人々への理解促進

・障がい者週間（12月3～9日）、発達
障がい者週間（4月2～8日）、世界自
閉症啓発デー（4月2日）に合わせ、
広報やＨＰ掲載、ＳＮＳ発信により啓
発を行いました。
・手話奉仕員養成講座（全46回）を実
施しました。
・精神保健福祉講演会を元気づくり
課、筑紫保健福祉環境事務所と共
催で実施しました。
開催日：令和3年12月2日（木）
テーマ：「アルコール問題がある人を
専門的治療に結びつけるために」
講師：神野陽介氏、濱田洋仁（医療
法人十全会おおりん病院）

参加者　20人

今後も引き続き、講座の開催や広報
紙等による啓発を行い、市民の理解
を促進する機会を提供していく必要
があります。

・障がい者週間（12月3～9日）、発達
障がい者週間（4月2～8日）、世界自
閉症啓発デー（4月2日）に合わせ、
広報やＨＰ掲載、ＳＮＳ発信、市民
ギャラリー絵画展「自閉の画家太田
宏介」等により啓発を行いました。
・手話奉仕員養成講座（全46回）を実
施しました。
・精神保健福祉講演会を元気づくり
課、筑紫保健福祉環境事務所と共
催で実施しました。
開催日：令和4年3月17日（金）
テーマ：「精神障がいへの理解を深
める」
講師：大山和宏氏（一般社団法人え
のき舎代表理事）
参加者98人

今後も引き続き、講座の開催や広報
紙等による啓発を行い、市民の理解
を促進する機会を提供していく必要
があります。

福祉課

人権講座ひまわり　６講座（うち３回
は新型コロナウイルス感染症拡大の
影響で中止）。
令和３年度開催の人権講座「ひまわ
り」において、あらゆる人権課題と性
別に関連する課題を重複した課題に
ついて理解を促進する講座の実施
はできませんでした。

今後とも、あらゆる人権課題と併せ
て、男女共同参画における視点を取
り入れた講座の企画検討を行ってい
きます

人権講座「ひまわり」７講座を実施し
ました。
令和４年度開催の人権講座「ひまわ
り」において、あらゆる人権課題や性
別に関する課題について理解を推進
するための講座を開催しました。

今後とも、あらゆる人権課題と併せ
て、男女共同参画における視点を取
り入れた講座の企画検討を行ってい
きます

社会教育課

性的少数者への理解に関する講座
を令和３年度の人権講座ひまわりで
実施する予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で実施
できませんでした。

性的少数者への理解に関する講座
を令和４年度の人権講座ひまわりで
企画検討する予定です。

性的少数者をテーマに事業を行いま
した。
テーマ：ＬＧＢＴを理解する～日本社
会の中でマイノリティであること～
日時：令和4年12月3日 14:00～15:45
会場：プラム・カルコア太宰府（中央
公民館 市民ホール）
講師：東　小雪さん（公認心理師
/LGBTアクティビスト/元タカラジェン
ヌ)

事業計画をもとに、講座のテーマに
盛り込んでいきます。

人権政策課
ルミナス

91

障がい者や高齢
者、外国人等の
人権課題と性別
の課題を包括的
に考える理解の

促進

障がい者と女性問題など、
重複した課題について理解
を促進する学習の機会を提
供します。

福祉や人権に関する講座
の開催回数

情報提供の回数

施策1
施策の方向13

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

男女共同参画推進センタールミナス
主催講座として、男女共同参画セミ
ナーを開催しました。
開催数：1回

LGBTの存在をもっと身近に
開催日：令和4年1月22日（土）
講師：荒牧明楽(NPO法人カラフル
チェンジラボ）
参加者数：25人

男女共同参画の意義を理解する講
座を、計画的に実施していきます。

LGBTについての特集記事作成し、
男女共同参画コーナーで啓発掲示を
行いました。
開催数：1回

男女共同参画の意義を理解する講
座やわかりやすく伝わる掲示物を計
画的に実施していきます。

人権政策課
（ルミナス）

男女共同参画市民フォーラムにて、
ＬＧＢＴをテーマに講演を行い、性的
少数者の理解促進を行いました。
テーマ：ＬＧＢＴを理解する～日本社
会の中でマイノリティであること～
日時：令和4年12月3日 14:00～15:45
会場：プラム・カルコア太宰府（中央
公民館 市民ホール）
講師：東　小雪さん（公認心理師
/LGBTアクティビスト/元タカラジェン
ヌ)

また、福岡県パートナーシップ宣誓
制度を利用して受けられる市の行政
サービスについて市ホームページと
広報紙で周知を行いました。

今後もＬＧＢＴに関する理解促進を
図っていきます。

人権政策課

性的少数者への理解に関する講座
を令和３年度の人権講座ひまわりで
実施する予定でしたが、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で実施
できませんでした。

性的少数者への理解に関する講座
を令和４年度の人権講座ひまわりで
企画検討する予定です。

性的少数者への理解に関する講座
を企画、実施しました。

今後とも性的少数者への理解に関
する講座を人権講座「ひまわり」で企
画検討する予定です。

社会教育課

92
性的少数者に対
する理解の促進

性的少数者（性的マイノリ
ティ）として困難な状況にお
かれている人への理解の
促進を図っていきます。

講座開催回数

情報提供の回数

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

困難を抱えた女性等が安心して暮らせる支援

ＤＶ被害者の自立支援を行えるよう
相談を受け、関係課等と連携を図り
ました。

引き続き、相談者のニーズ・状況に
合わせ、適宜関係課・関係機関と連
携していきます。

ＤＶ被害者の自立支援を行えるよう
相談を受け、関係課等と連携を図り
ました。

引き続き、相談者のニーズ・状況に
合わせ、適宜関係課・関係機関と連
携していきます。

人権政策課

生活困窮者、被保護者に対し困窮状
態から早期に脱却することを支援す
るため自立相談支援事業、住居確
保給付金、家計改善支援事業、就労
準備支援事業を実施し、ハローワー
ク、社会福祉協議会等の関係機関と
連携し必要な支援を行いました。

生活困窮相談： 365件
生活保護相談： 143件

制度について市広報紙や、広告モニ
ターを活用し、情報発信を行い、引き
続き制度周知を図っていきます。

生活困窮者、被保護者に対し困窮状
態から早期に脱却することを支援す
るため自立相談支援事業、住居確
保給付金、家計改善支援事業、就労
準備支援事業を実施し、ハローワー
ク、社会福祉協議会等の関係機関と
連携し必要な支援を行いました。

生活困窮相談： 222件
生活保護相談： 248件

制度について市広報紙や、広告モニ
ターを活用し、情報発信を行い、引き
続き制度周知を図っていきます。

生活支援課

施策2

93
生活困窮者への
支援

生活困窮の状態を回復さ
せ、自立した生活を支援す
るための相談支援を行いま
す。

関係課との協議

5
4



実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

包括支援センター三職種及び認知
症地域支援推進員を中心に、高齢
者虐待や認知症の相談に対応しまし
た。(高齢者虐待相談延べ件数　68
件、認知症相談等延べ　2,514件）。
社会福祉協議会のあんしん相談　9
回/年延べ　28件
介護予防・生活支援サービス事業に
おいて、高齢者家事支援サービス
（訪問型サービスA）をシルバー人材
センターへ委託しました。利用件数
年969件／年。

引き続き、相談支援の実施とともに、
関係機関との連携、ネットワークの
構築を図ります。

包括支援センター三職種及び認知
症地域支援推進員を中心に、高齢
者虐待や認知症の相談に対応しまし
た。(高齢者虐待相談延べ件数　102
件、認知症相談等延べ　1,221件）。
社会福祉協議会のあんしん相談　12
回/年延べ　25件
介護予防・生活支援サービス事業に
おいて、高齢者家事支援サービス
（訪問型サービスA）をシルバー人材
センターへ委託しました。利用件数
年989件／年。

引き続き、相談支援の実施とともに、
関係機関との連携、ネットワークの
構築を図ります。

高齢者支援課

【社会福祉協議会】
日常生活自立支援事業
（ほのぼのサービス）
〇運営審議会開催数　3回
〇契約人数
　・登録会員　64人
　・財産保全サービス　44人
　・財産管理サービス　59人
〇相談及び連絡調整件数
　・相談及び生活支援サービス　2,728件
　・財産保全サービス　77件
　・財産管理サービス　1,230件
（令和4年3月末現在）

【シルバー人材センター】
令和4年3月末の女性会員数の割合は
27.4%となっています。平成29年4月から
は日常生活支援総合事業の実施や、会
員確保のためリーフレット、チラシの配
布、女性会員が作成した小物を販売、
樹脂粘土教室の開催などの取り組みを
行っています。全国的に会員数の減少
もあり、当センターにおいても同様の現
象が現れています。
会員数226人　うち女性 62人
女性の割合　27.4％
（令和4年3月末現在）

【社会福祉協議会】
高齢化率の上昇により、一人暮らしの高
齢者、高齢者夫妻世帯の増加が見込ま
れ、それに伴う孤立化、認知症の発症、
悪徳商法被害等、地域における高齢者
問題は深刻化していくと思われます。本
事業の利用対象者は、高齢者のみなら
ず、障がいをもち地域で暮らす方も多く、
地域の民生委員や福祉委員、また、地
域包括支援センターや医療機関等との
連携は大変重要なものとなってきていま
す。住み慣れた地域で安心して暮らすた
め行政をはじめ、様々な機関と連携しな
がら専門性の高い個別支援活動として
事業の充実に努めました。今後も引き続
き事業の周知を図っていく必要がありま
す。

【シルバー人材センター】
女性会員の割合は30％未満で推移して
います。35％を指標とし、女性会員の入
会促進と働き易い職場環境に取り組ん
でいきます。

【社会福祉協議会】
日常生活自立支援事業
（ほのぼのサービス）
〇運営審議会開催数　3回
〇契約人数
　・登録会員　67人
　・財産保全サービス　42人
　・財産管理サービス　61人
〇相談及び連絡調整件数
　・相談及び生活支援サービス　3,713件
　・財産保全サービス　115件
　・財産管理サービス　1,274件
（令和5年3月末現在）

【シルバー人材センター】
令和5年3月末の女性会員数の割合は
29.5%となっています。平成29年4月から
は日常生活支援総合事業の実施や、会
員確保のためリーフレット、チラシの配
布、女性会員が作成した小物を販売、
樹脂粘土教室の開催などの取り組みを
行っています。全国的に会員数の減少
がみられ、当センターにおいても同様の
傾向にありますが、今年度は前年度より
11人増加しています。
会員数237人　うち女性70人
女性の割合　29.5％
（令和5年3月末現在）

【社会福祉協議会】
高齢化率の上昇により、一人暮らしの高
齢者、高齢者夫妻世帯の増加が見込ま
れ、それに伴う孤立化、認知症の発症、
悪徳商法被害等、地域における高齢者
問題は深刻化していくと思われます。本
事業の利用対象者は、高齢者のみなら
ず、障がいをもち地域で暮らす方も多く、
地域の民生委員や福祉委員、また、地
域包括支援センターや医療機関等との
連携は大変重要なものとなってきていま
す。住み慣れた地域で安心して暮らすた
め行政をはじめ、様々な機関と連携しな
がら専門性の高い個別支援活動として
事業の充実に努めました。今後も引き続
き事業の周知を図っていく必要がありま
す。

【シルバー人材センター】
女性会員の割合は30％未満で推移して
います。35％を指標とし、女性会員の入
会促進と働き易い職場環境に取り組ん
でいきます。

福祉課

94 高齢者への支援

認知症や虐待を受けた高
齢者への相談支援を図りま
す。
また、社会福祉協議会やシ
ルバー人材センターと連携
し、高齢者の財産管理や社
会参加に対する支援を行い
ます。

高齢者虐待、認知症の相
談件数
財産保全、管理サービスの
利用状況
シルバー人材センターの利
用状況

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

95
障がい者への自
立支援

障害者差別解消法に基づ
き、障がい者への配慮と社
会参加の支援を行います。

差別事象の相談件数

・障害者差別解消法に関する市職員
研修会（部課長対象）を実施。
・出前講座としてとびうめアリーナ等
の指定管理者であるシンコースポー
ツ職員を対象に差別解消法研修会
を実施。
・市役所窓口等に掲示する「耳マー
ク」を作成し各課に配布。
・西鉄都府楼前駅周辺の老朽化した
障がい者誘導用ブロックの改修工事
を実施（L=170.5m）。
・市内の障害者福祉関係者を構成メ
ンバーとする「太宰府市障がい福祉
ネットワーク会議」を年2回開催（当初
4回の開催を予定していたが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により回
数減）し、行政、医療機関、サービス
事業所やその他支援に必要な関係
者が連携して必要な支援の検討や
研修を行いました。
差別事象の相談件数　0件

今後も関係者の連携をより充実させ
ることにより、障がい者の自立に向
けた支援を行っていく必要がありま
す。

・障害者差別解消法に関する市職員
研修会（主に係長級職員を対象）を
実施。
・西鉄都府楼前駅前広場の点字ブ
ロックの延長工事を実施（建設課）。
・ふくおかバリアフリーマップにおけ
る太宰府市管理施設の情報更新。
・市内の障害者福祉関係者を構成メ
ンバーとする「太宰府市障がい福祉
ネットワーク会議」を年4回開催し、行
政、医療機関、サービス事業所やそ
の他支援に必要な関係者が連携し
て必要な支援の検討や研修を行い
ました。
・成年後見制度を周知する特集記事
を広報に掲載。
・障がい者を対象とした市公共施設
等の利用料減免について、障がい者
手帳アプリ利用を導入。
差別事象の相談件数　0件

今後も関係者の連携をより充実させ
ることにより、障がい者の自立に向
けた支援を行っていく必要がありま
す。

福祉課

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

令和3年度は、外国人本人からのＤ
Ｖ相談はありませんでした。

今後も相談があった際は、多言語対
応可能なＮＰＯ法人と連携して対応し
ていきます。

令和4年度は、外国人本人からのＤ
Ｖ相談はありませんでした。

今後も相談があった際は、多言語対
応可能なＮＰＯ法人と連携して対応し
ていきます。

人権政策課

（公財）太宰府市国際交流協会と連携
し、外国人市民のDV被害支援のための
相談窓口の連絡先等を含め作成してい
る「在住外国人のための太宰府市生活
情報ガイドブック」の英語・韓国語・中国
語・ベトナム語版・やさしい日本語版を
一部修正しました。
この冊子は太宰府市及び国際交流協会
のホームページで公開しています。ま
た、市民課窓口で外国人の転入手続き
の際に配布するほか、国際・交流課や
国際交流協会の窓口、市内在住の留学
生が在学する市内大学に配布していま
す。

また、市ホームページに外国人のため
に役立つ情報をまとめたページを作成
し、情報発信に努めました。

コロナ禍の状況を見ながら、日本語教室
と座談会ができないか機会を見て調整
していくとともに、生活情報ガイドブック
やその他の情報について告知し、在住
外国人が必要とする支援についても情
報収集し反映していきたいと考えます。

（公財）太宰府市国際交流協会と連携
し、外国人市民のDV被害支援のための
相談窓口の連絡先等を含め作成してい
る「在住外国人のための太宰府市生活
情報ガイドブック」の英語・韓国語・中国
語・ベトナム語版・やさしい日本語版に
ついて不足分の印刷を行いました。
この冊子は太宰府市及び国際交流協会
のホームページで公開しています。ま
た、市民課窓口で外国人の転入手続き
の際に配布するほか、国際・交流課や
国際交流協会の窓口、市内在住の留学
生が在学する市内大学に配布していま
す。

また、市ホームページに外国人のため
に役立つ情報をまとめたページについ
ては、一部修正し、情報発信に努めまし
た。

外国人市民や留学生支援のため、国際
交流協会や日本語教室と連携し、市民
との交流も含めた国際交流サロン的な
ものを今後行っていくとともに、生活情
報ガイドブックやその他の情報について
告知し、在住外国人が必要とする支援
についても情報収集し反映していきたい
と考えます。

国際・交流課

保育児童課、高齢者支援課および
福祉課などの関係課と連携し、ひと
り親、高齢者、障がい者の医療助成
の手続きに留まらず、住民の立場に
立った窓口となるよう努めます。
また、外国人市民に分かりやすく国
民健康保険制度について説明する
ため、多言語に対応した、外国人の
ための「国民健康保険ハンドブック」
を外国人の国保加入者へ窓口で配
布しています。

外国人市民が来庁した際にハンド
ブックや翻訳タブレットを用いて、わ
かりやすく制度や利用できるサービ
スについて説明できるよう、日頃から
備えておく必要があります。

保育児童課、高齢者支援課および
福祉課などの関係課と連携し、ひと
り親、高齢者、障がい者の医療助成
の手続きに留まらず、住民の立場に
立った窓口となるよう努めます。
また、外国人市民に分かりやすく国
民健康保険制度について説明する
ため、多言語に対応した、外国人の
ための「国民健康保険ハンドブック」
を外国人の国保加入者へ窓口で配
布しています。

外国人市民が来庁した際にハンド
ブックや翻訳タブレットを用いて、わ
かりやすく制度や利用できるサービ
スについて説明できるよう、日頃から
備えておく必要があります。

国保年金課

相談に訪れた被害者に対し、人権政
策課、警察及び公的相談機関に適
切につなぐとともに、DVやストーカー
行為の被害者に係る住民基本台帳
閲覧制限を実施しておりますが、閲
覧制限件数は０件でした。

年々新規申請、更新申請の件数が
増えています。引き続き、関係課・関
係機関等と連携を図り、ニーズに対
応した支援を行っていきます。

相談に訪れた被害者に対し、人権政
策課、警察及び公的相談機関に適
切につなぐとともに、DVやストーカー
行為の被害者に係る住民基本台帳
閲覧制限を実施しておりますが、閲
覧制限件数は０件でした。

年々新規申請、更新申請の件数が
増えています。引き続き、関係課・関
係機関等と連携を図り、ニーズに対
応した支援を行っていきます。

市民課

関係課

96
外国人市民に対
する支援

外国人市民のＤＶ被害支援
やその他生活支援のため
の取組を行います。

国際交流協会や関係機関
との連携

「外国人のための生活情報
ガイドブック」による各種相
談窓口の情報提供

市広報紙・ホームページ等
で情報提供

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

だれもが共に安心して暮らせる環境整備

各種業務の実施にあたり、「男女共
同参画の表現ガイドライン」に基づ
き、社会的性別（ジェンダー）にとらわ
れない表現の使用や男女共同参画
の視点を持って取り組みました。

今後も引き続き、社会的性別（ジェン
ダー）にとらわれない表現の使用や
男女共同参画の視点を持って都市
計画の推進に努めます。

各種業務の実施にあたり、「男女共
同参画の表現ガイドライン」に基づ
き、社会的性別（ジェンダー）にとらわ
れない表現の使用や男女共同参画
の視点を持って取り組みました。

今後も引き続き、社会的性別（ジェン
ダー）にとらわれない表現の使用や
男女共同参画の視点を持って都市
計画の推進に努めます。

都市計画課

男女はもとより、高齢者や障がい者
等、様々な人の視点から道路の整備
や公園の整備を行いました。
遊具改修　10件
維持管理数　137件

生活空間の整備において、様々な立
場の人の視点に立つことは必須で
す。

男女はもとより、高齢者や障がい者
等、様々な人の視点から道路の整備
や公園の整備を行いました。
遊具改修　8件
維持管理数　137件

生活空間の整備において、様々な立
場の人の視点に立つことは必須で
す。

建設課

小学校改修工事においてトイレのサ
インの色彩計画について学校との協
議を行い男女同色の紫を採用した。

同色にすると間違えるといった懸念
もあり、女子サインはスカートのシル
エット形状のものとなった。今後は文
字表現での可能性についても協議す
る予定。

水城西小学校改修工事においてトイ
レのサインの色彩計画について学校
との協議を行い男女同色の紫を採用
した。

Ｒ３年度と同じ小学校内の工事で
あったため、同仕様のサインとなった
が、現在施工中の水城小学校の校
舎のにおいては、文字表現について
協議を進める予定。

管財課

98
避難行動にかか
る支援

災害時に自力で避難が困
難な避難行動要支援者に
ついて、平常時から避難支
援等関係者へ名簿を提供
することへの同意を得る取
組を行います。

避難支援等関係者へ名簿
を提供することへの同意者
数

同意者数：1,119人（R4.4.1現在）
個別避難計画の作成においては
マンパワー不足が課題です。

同意者数：2,003人（R5.4.1現在）
個別避難計画の作成においては
マンパワー不足が課題です。

防災安全課

99
まほろば号の運
行

子ども連れや障がい者、高
齢者等の外出支援を図りま
す。

ノンステップバスの導入
バス停の整備

令和3年度は車両の更新を行ってい
ません。ノンステップバスは全12台中
8台です。車いすやベビーカー利用
者の乗降の際に、乗務員がスムーズ
に介助を行えるよう訓練も行ってい
ます。

車両については、わかりやすい行先
表示やアナウンスなど要望を頂いて
いますので、改善できる箇所につい
ては運行事業者とともに検討してい
きます。

令和4年度は車両の更新を行ってい
ないものの、車いすやベビーカー利
用者の乗降の際に、乗務員がス
ムーズに介助を行えるよう研修を
行っています。
全ての車両の行先表示方法がLED
になり、夜でも行き先が見やすくなり
ました。また、バス停の掲示内容を
見直して、利用者が運行状況を確認
しやすくするなどの工夫を図りまし
た。

車両については、わかりやすい行先
表示やアナウンスなど要望を頂いて
いますので、改善できる箇所につい
ては引き続き運行事業者とともに検
討していきます。

地域コミュニティ
課

97
男女共同参画の
視点に立った生
活空間の整備

都市計画や道路、公園、公
共施設等の整備にあたって
は、男女共同参画の視点を
もって整備を行います。

都市計画
公園遊具の改修
防犯灯の設置
道路の整備
公共施設の整備　等

施策3

5
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実施内容 課題 実施内容 課題
番号 事業名 事業内容

事業実施にあたっての
方針と指標

（参考）令和3年度実績
担当課

令和4年度実績

◆女性に対する暴力をなくす運動
（事業番号74暴力防止のための啓発の推進）

◆ちくし女性ホットライン周知カード

（事業番号76 地域・家庭・社会教育における啓発の推進）
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